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2022 年度 第 1 回 6 月 

阪大本番レベル模試 
日本史・採点基準 

◆共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点のものは太字・アミカケ☐☐で，２点のものは二重線□□で，１点のものは下線□□

で，それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で示した事項，< >内に示した事項に内容が反し

ていないかを確認する）。例外的対応などについては※で示してある。 
２．加点要素に直接関係している歴史用語等（太字で表示）について，①誤字を含む表記，②漢字で記すべき語句のひらがな・

カタカナ表記，③漢数字を含む語句への算用数字をもちいた表記は，原則として当該加点要素の配点から漢字 1 文字分に

つき１点減点とする。同一語句・文字がくりかえし不適正な形で表記されている場合は，それぞれを減点の対象とするので

はなく，まとめて１点減点とする。④脱字，当て字のある歴史用語等の表記は，非加点とする。 

 

◆採点基準上の記号◆ 
１．◎   …前提条件       （例）「◎アメリカ」 

                               「a 第一次世界大戦に参戦した」 

                               →答案例「イギリスは第一次世界大戦に参戦した」 

                                       ◎の内容と整合性がないため非加点 

※◎の内容は必ずしも答案上に明示されていなくても良い 

２．<    >…前提条件       （例）「a <首相の>浜口雄幸」 

                               →答案例「浜口雄幸蔵相」 

                                       <    >の内容と整合性がないため非加点 

※<    >の内容は必ずしも答案上に明示されていなくても良い 

３．〔    〕…別表現       （例）「a 益田〔天草四郎〕時貞」→「益田時貞」と「天草四郎時貞」 

４．（    ）…省略可能箇所 （例）「a 遙任(国司）」          →「遙任」と「遙任国司」 
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(Ⅰ) 政府と蝦夷の軍事衝突，対蝦夷政策  

◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆ 

◎780年の戦乱 

a 光仁天皇の時代に起こった ………２点以内 

※c～l 以後のこととした場合は加点対象外とする 

b 伊治呰麻呂の乱によって多賀城が焼かれた ………２点以内 

※c～l 以後のこととした場合は加点対象外とする 

◎800年前後の蝦夷対応と「相論」 

c 桓武天皇のもとで行われた ………２点以内 

◎800年前後の蝦夷対応 

d <東北地方に>征夷大将軍に任じられた坂上田村麻呂を派遣した ………２点以内 

※h～j 以後のこととした場合は加点対象外とする 

e 阿弖流為を帰順させた ………２点以内 

※h～j 以後のこととした場合は加点対象外とする 

f 鎮守府を多賀城から胆沢城に移した ………３点以内 

※h～j 以後のこととした場合は加点対象外とする 

g 志波城を築いた ………１点以内 

※h～j 以後のこととした場合は加点対象外とする 

◎軍事と造作に関する相論 

h 徳政相論 ………１点以内 

i <軍事と造作について>菅野真道は続行を主張して藤原緒嗣は中止を主張した ………３点以内 

j 平安京の造営と蝦夷との戦争に関する相論がなされてそれらの中止が決定された ………３点以内 

◎「相論」後の蝦夷対応 

k 嵯峨天皇の時代に行われた ………２点以内 

l <東北地方に>文室綿麻呂を派遣した ………２点以内 

 

(Ⅱ) 室町時代の商業 

◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆ 

◎室町時代の商業 

a 米場のような特定の商品を扱う市場がみられた ………２点以内 

b 見世棚をかまえた常設の小売店がみられた ………２点以内 

◎室町時代の定期市 

c <それまでの>三斎市から変化した ………２点以内 

d 六斎市が一般化した ………２点以内 

◎女性の商人 

e 大原女〔桂女〕などの行商人 ………２点以内 

◎畿内の神社を本所とする同業者団体 

f 石清水八幡宮を本所とする大山崎油座 ………２点以内 

g 北野社を本所とする麹座 ………２点以内 

h <構成員である>神人が独占的な販売を行った ………２点以内 

◎貨幣経済 

i 勘合貿易で輸入された永楽通宝〔洪武通宝〕などの明銭が利用された ………３点以内 

j 宋銭が使用された ………１点以内 

k 貨幣需要の増大にともなって私鋳銭が使用された ………３点以内 

l 撰銭が行われて貨幣流通に混乱が生じた ………２点以内 
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(Ⅲ) 1800年前後の日露関係  

◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆ 

◎ロシア使節の来航① 

a ラクスマンの来航 ………３点以内 

※d～i 以後のこととした場合は加点対象外とする 

b 根室に来航して通商を要求した ………２点以内 

※d～i 以後のこととした場合は加点対象外とする 

◎ロシア使節の来航①への対応 

c 長崎への入港許可証を与えて要求を拒否した ………３点以内 

※d～i 以後のこととした場合は加点対象外とする 

◎ロシア使節の来航② 

d レザノフの来航 ………３点以内 

※g～i 以後のこととした場合は加点対象外とする 

e 入港許可証を持って長崎に来航したが追い返された ………３点以内 

※g～i 以後のこととした場合は加点対象外とする 

◎ロシア使節の来航②への対応がもたらした事件とその影響 

f 樺太や択捉島が砲撃されて（日露間の）緊張が高まった ………３点以内 

※g～i 以後のこととした場合は加点対象外とする 

◎ロシア軍艦の艦長や日本の商人が関わった事件とその影響 

g ゴローウニン事件で(日露間の)緊張が緩和した ………３点以内 

h <日本側が>国後島に上陸したゴローウニンを捕えたが釈放した ………３点以内 

i <ロシア側によって>高田屋嘉兵衛が捕えられたが釈放された ………２点以内 

 

(Ⅳ) 井上馨の条約改正交渉  

◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆  

◎井上馨の条約改正交渉 

a 法権回復に主眼を置いた ………２点以内 

b 各国の代表者を集めて会議を開いた ………２点以内 

c <あわせて>鹿鳴館での外国人要人の接待を行うものだった ………２点以内 

◎井上馨の条約改正案 

d 領事裁判権を撤廃する案で各国に了承された ………２点以内 

e 内地雑居を認めるものだった ………３点以内 

f 外国人裁判官の任用を条件とする案だった ………２点以内 

g 欧米式の法律の採用を条件とする案だった ………２点以内 

h 政府内で国家主権の侵害にあたるものとされた ………２点以内 

◎世論 

i 欧化政策に反感をもった ………３点以内 

j ノルマントン号事件によって不平等条約に反感をもった ………３点以内 

◎民権派 

k 三大事件建白運動を高揚させた ………２点以内 

 


